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2 月 3 日に、第 1 回の憲法調査会（通

算 65 回目）が開かれました。 

 

 自由討議  

◎午前 
「天皇」をテーマに自由討議を行いました。  

 
◎自由討議における各委員からの発言の概要（発

言順） 

●各会派一巡目の発言の概要 

 田   元君（自民） 

・天皇は、国際的には事実上の元首と認識されて

いるが、4 条 1 項で国政に関する権能を有しな

いとされていることから、元首と明記すること

には慎重であるべきである。 

・象徴天皇制についての憲法の記述はやや簡潔に

過ぎる。「我が国の国柄を象徴する存在」や「国

民の幸福を願う象徴」等の如く、より具体的に

記述すべきである。 

・女性天皇の是非は皇室典範の問題であるが、皇

室の安定性等の関係から、認める方向で憲法論

議もすべきである。 

・皇位継承を男系の男子とし、女性天皇は一代限

りとする意見もあるが、それでは皇室の安定性

を確保できないことから、現行憲法の「世襲」

を幅広く解釈し女系による世襲も認めるべきで

ある。 

・女性天皇の配偶者の問題については、英国のエジ

ンバラ公のように欧州の王室の例に倣えばよい。 

・継承順位は、お世継ぎが早期に決定することか

ら長子優先にすべきである。そうすると女性皇

族にも皇位継承の可能性が生じ、宮家創設の必

要性が出てくるが、皇室財政の圧迫を避けるた

め、一定の基準を設けるべきである。 

・天皇の象徴としての地位をより強固にするため

に、国事行為のほかに、内閣の責任の下に公的

行為を憲法で認めるべきである。この公的行為

とは、(a)天皇の象徴としての行為と(b)皇室行

為の二つである。 

大 出   彰君（民主） 

・現行憲法 1 章は「天皇」と規定され、1 条にお

いても主権者である国民は間接的に規定されて

いるに過ぎない。1 章を「国民」と規定し、1

条は「日本国民」からはじめ、国民が主人公で

あることを明確にすべきである。 

・明治憲法と現行憲法のつながりについて、2 条

に「世襲」とあることから、過去との連続性を

強調する意見もあるが、現行憲法は、明治憲法

における天皇主権をやめ、国民主権の国家をつ

くったのであり、賛成できない。 

・世襲による象徴天皇制は、(a)国民主権との関係

で主権者意識を希薄にする機能を有しているこ

と、(b)基本的人権との関係では、出生による差

別を禁止する 14 条との関係が問題になること

に留意する必要がある。 

・元首とは、内においては行政権の長であり、外

においては国の代表者であることから、我が国

の元首は天皇ではなく、内閣総理大臣である。 

・(a)世論調査でも 86％が女性天皇を容認してい

ること、(b)世襲とは代々受け継がれることを言

い、男女を区別する合理的理由もないことを踏

まえ、皇室典範の改正は必要である。 

・皇族女子が皇族以外の男性と結婚した場合の皇

籍離脱の規定は削除すべきである。ただ、そう

すると宮家が無制限に増え、皇室財政の増大が

懸念されることから、議論を深める必要がある。 

・女系の女子にも皇位継承権を認めるべきである。

また、皇位継承順位については、男子優先型と

長子優先型とがあるが、男女平等原則にのっと

り長子優先型を参考にすべきである。 

・女性天皇の配偶者の地位については、英国の例

に倣えばよい。 

斉 藤 鉄 夫君（公明） 

・我が党の立場として、現行の天皇制の規定に関

して加憲することは特にない。 

・象徴天皇とは、権力なき権威の存在を示し、象

徴天皇制は広く国民に定着しており、的確であ

り、維持していくべきである。 

・天皇の元首性については、あくまで象徴天皇で

あるとした上で、表現として「元首」と呼んで

もよいという意見もあるが、国政に関する権能

を与えるなど強いものにしない方がよいという

意見が強い。また、現行の国事行為は、受動的・

儀礼的なものであり、異論はほとんどない。 

・象徴天皇制と国民主権の関係性については、よ

りクリアにした方がよいとの意見もあり、今後

の検討課題とすべきである。 

・女性天皇については、皇室典範の改正論議に委

ねるが、認める方向で検討すべきである。伝統

の尊重と柔軟な対応が求められている。 

山 口 富 男君（共産） 

・本調査会は、憲法調査会規程 1 条によれば、「日

本国憲法について広範かつ総合的に調査を行

う」機関であって、憲法改定のための論点整理

をする場ではない。また、報告書についても、
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同規程 2 条によれば、「調査の経過及び結果を記

載した報告書」とあるだけであり、憲法改定に

ついて何らかの方向性を出すことができるわけ

ではない。 

・明治憲法下の天皇は、統治権の総攬者として規定

され、軍の統帥権を持つ存在であったが、現行憲

法下の天皇は、国民主権原理に基づく象徴的機能

を有する機関として規定された歴史的経緯を重視

すべきである。その観点から、内閣の助言と承認

に基づいて行われる儀礼的行為である国事行為等

については、厳格に運用されるべきである。 

・行政府の長であり、国を代表する機関としての

元首は、内閣総理大臣がこれに該当するのであ

り、天皇を元首として規定することには、歴史

的経緯からみて反対である。 

・一人の人間である天皇が国民統合の象徴とされ

るのは、人間の平等の原則には反すると思われ

るが、天皇制の存廃については、将来の国民の

総意に基づいて歴史の中で解決されるべき問題

と考える。 

土 井 たか子君（社民） 

・最終報告書が改憲への方向性を出すとする新聞

報道や国会法改正により本調査会に議案提出権

を与えようとする動き、憲法改正に意欲的とも

とれる首相答弁等の一連の流れについては、憲

法の危機であり、強い危惧を感じる。 

・1 条前段の天皇の象徴の機能は、1 条後段の国民

主権原理に対応して新たに創設されたものであ

り、明治憲法下の君主としての天皇制に内在し

ていた象徴を存続させたものではない。 

・その意味で、日本は、ある種の共和政体であり、

天皇は、君主としての元首とはいえない。 

・皇位継承について、2 条を読む限り、憲法は、

男女の区別や男系女系の区別をしていない。 

・現行憲法の天皇制は、絶対君主制の否定と近代

立憲主義の到達点である国民主権原理との調和

を図ったことに意義がある。 

 

●各会派一巡後の発言の概要 

赤 松 正 雄君（公明） 

・天皇在位 10 年の際の皇后のおことばから、現在

の象徴天皇制は、多くの制約の中で、精神的よ

りどころたる象徴としての役割を果たさなけれ

ばならない状況にあると察する。私見では、象

徴としての具体的役割を明確にした方がよい。 

・女性の皇位継承は、常識的に考えて認められて

よい。ただし、その議論以前に皇室典範 9 条の

養子禁止規定を見直す等の手段があるとの意見

にも耳を傾けるべきである。 

早 川 忠 孝君（自民） 

・国会に憲法調査会が設けられることにより、か

つてはタブーであった憲法の議論が可能となっ

たことを高く評価する。 

・憲法論議の際には、憲法を読み解く観点と憲法

をつくる観点があり、私は後者の観点から考え

てきた。その際、白紙から考えることは難しく、

歴史・伝統を踏まえ、制定経緯を考えることが

重要である。 

・憲法の制定経緯を振り返ると、イラクやアフガ

ニスタンと比較すれば明らかなように、ポツダ

ム宣言受諾における天皇の役割は重大であり、

憲法上、象徴天皇制は絶対に維持すべき重要な

要素である。 

 梨 康 弘君（自民） 

・憲法の制定経緯や条文の建て方から、天皇が、

(a)我が国を代表する存在、(b)権威の中心とし

ての地位を有することは明らかである。 

・憲法改正によって、国民主権を 1 条に掲げ、天

皇については 2 条以下に持ってくるという構成

をとるのであれば、天皇の元首性について明記

する必要がある。 

・皇室祭祀の一部については、準国事行為として

認めるべきである。そもそも、この問題は 7 条

ではなく 20 条の問題であり、20 条の議論が適

正に行われれば、国事行為の儀式として読み得

る範囲は自ずと広がるはずである。 

・いわゆる皇室外交についても、国事行為として

明確に定めるべきである。 

・一般家庭でさえ、祭祀については、男系が基本

で、緊急避難的に女系が行っているというケー

スが多い。よって、女性天皇を認める場合も、

同様のケースをとってもよいのではないか。 

柴 山 昌 彦君（自民） 

・天皇を元首と明記することは、天皇が政治に関

与するという誤解を招くおそれがあるため、慎

重に検討すべきである。 

・天皇制が我が国の伝統・文化を体現する存在で

あることを考えると、皇位継承について急激な

改革を行うことには慎重であるべきである。

よって、女性天皇には賛成であるが、長子優先

とすることには疑問がある。 

・男子優先か長子優先の議論は、宮家の増加、女

性天皇の配偶者、摂政のあり方等さまざまな問

題をはらむものであるため、世論の動向を見つ

つ、議論すべきである。 

・公的行為については、国事行為と同様、内閣の

助言と承認を得ることを前提とした上で、認め

るべきである。ただし、憲法への明記について

は、更なる検討が必要である。 

保 岡 興 治君（自民） 

・天皇は、国民全体の長い歴史の中でつくられた

権威として、歴史的に国民の平和や幸せにつな

がる貢献をしてきた。この歴史的事実を考え、

憲法の冒頭には、天皇は我が国の元首であり、

歴史・伝統・文化及び国民統合の象徴として我

が国の平和と繁栄と幸せを願う存在であるとい

う「国のかたち」として定めるべきである。 

池 坊 保 子君（公明） 

・天皇を元首と明記するか否かという問題は、憲

法制定時の議論に尽きているのではないか。す

なわち、元首という言葉を用いれば、国民が天

皇の地位を必要以上に権力的に考えるおそれが

あるが、象徴という言葉にはそのような連想が

ないというものである。 

・私的行為とされる歌会始の儀や新嘗祭などは、

歴史的に継承されるべきものであり、その存在

価値や意義は大きい。よって、公的行為につい

ては、皇室典範に明記すべきである。 
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・女性天皇を認め、長子優先とすべきである。男

子優先では、女性は補完的存在に過ぎないまま

である。 

・戦後の宮家削減が、階級制度の撤廃、財政的負

担の軽減という観点から行われたことを考える

と、女性天皇に伴う宮家の増加については、慎

重に議論すべきである。 

古 屋 圭 司君（自民） 

・(a)国民世論の賛成があること、(b)お世継ぎ問

題の重圧から皇室を解放すべきことの観点から、

女性天皇を認めるべきである。 

・女性天皇に伴う宮家の増加は、財政負担の問題

が存在するため、一定の歯止めは必要である。

その観点から、宮家の長子限定継承は、一つの

考え方として評価する。 

枝 野 幸 男君（民主） 

・天皇制が他国の王室に比して長く存在している

のは、他国の王室制度とは異なる形で存在して

きたからである。もし、天皇を「元首」という

言葉で表せば、こうした他国の国王や皇帝と

いった存在と天皇が横並びになってしまい、天

皇の安定性・特殊性を損なうことになるのでは

ないか。 

・7 条の定める国事行為のうち 3 号、9 号及び 10

号は異色のものである。3 号の衆議院の解散に

ついては、国会法等でその要件を定めるべきで

ある。また、具体的な法的効果が生じない 9 号

及び 10 号については、国事行為とは異なる整理

をした方が分かりやすい。 

永 岡 洋 治君（自民） 

・男系男子による皇位継承は我が国古来の伝統だ

が、皇統の安定のためには、皇室典範を改正し

て、男系女系を問わず長子優先の継承とすべき

である。 

・皇室典範の改正権限を有する国会には、天皇制

の安定を図る責務がある。8 割近くの国民が女

性による皇位継承に賛成している今、皇位継承

を男系男子に限るという伝統に固執することは、

皇位を不安定なものにするばかりか、国民の総

意にも反する。 

・皇室典範の改正に伴い、配偶者の問題や女性に

よる宮家の創設などの問題が起こりうるが、こ

れは、諸外国の事例などに学びながら将来を展

望した議論を展開することで解決を図るべきで

ある。 

山 花 郁 夫君（民主） 

・女性天皇を認めるためには憲法改正が必要であ

るとの意見は少数であると思うが、皇位継承を

定めた皇室典範は憲法に準ずる法規範であるこ

とから、女性天皇を容認するか否かについて、

憲法改正の手続に倣い国民投票に問うことも考

えられるのではないか。 

高 木 陽 介君（公明） 

・象徴天皇制は国民の共通認識となっており、1

章に追加すべき事柄はない。 

・象徴天皇制の規定は、国民主権・基本的人権の

保障の原則との調和を考慮して制定されたもの

であり、現在の精神的支柱・象徴としての天皇

の位置付けがふさわしい。元首とすることは、

かえって国民に定着している象徴としての認識

が薄められるおそれがある。 

・諸外国の状況、国民の世論の動向から、女性天

皇を認めていくべきである。 

山 口 富 男君（共産） 

・天皇を歴史的な存在や政治的権威として位置付

けることは法規範上正しくない。あくまでも主

権在民下の一つの機関であり、明治憲法とは異

なる存在として規定されたものである。 

・天皇が対外的に国を代表する役割を果たしてい

るとして、元首と位置付けるべきだとの意見が

あるが、天皇は、憲法上、外国との関係では内

閣の助言と承認に基づいて形式的・儀礼的な役

割を与えられているに過ぎない。もし、対外的

に国を代表するような役割を果たしているとす

れば、それは制度の運用の方が憲法に違反して

おり、そのような運用を改めるべきである。 

野 田   毅君（自民） 

・天皇は、文化と歴史を体現し、政治権力に正統

性を与える権威をそなえた存在と位置付けるべ

きである。 

中 川 正 春君（民主） 

・1 条及び 2 条の規定に問題はなく、天皇及び皇

族は、象徴としての役割を果たしており評価さ

れるべきである。 

加 藤 勝 信君（自民） 

・天皇の地位については、現在の象徴天皇制とい

うあり方が国民の間に定着しており、また、安

定したものであると認識しており、「元首」と規

定することは、誤解を与えることになると考え

る。 

・皇位継承の問題については、現在の皇室の状況

に即した議論によって結論を出すべきである。

なお、宮家の問題については、皇室財政の側面

からの議論ばかりでなく、現に、各宮家が果た

している役割という側面からの議論も必要であ

る。 

園 田 康 博君（民主） 

・「元首」という言葉の持つマイナス・イメージは、

それが旧憲法を連想する点にあると思われる。

従来のような元首ではなく、「象徴としての元

首」という新たな定義付けを行うべきである。 

・「国政に関する権能を有しない」という 4 条の規

定は、厳格に運用されるべきであるが、国事行

為以外に、「象徴行為」を新たに位置付けてはど

うか。 

・皇室典範については、皇室経済法と合わせて「皇

室法」として考えるべきである。 

鹿 野 道 彦君（民主） 

・象徴天皇制に関する規定は、現在のままでよい。

「象徴」という言葉は、かつて芦部信喜教授が

述べていたように、文学的・心理的意味を有し

ており、英連邦憲章やスペイン憲法でも用いら

れているものであって、4 条の「国政に関する権

能を有しない」ということと結びついたもので

ある。 

・(a)元首は対外的な代表権を有しているが、天皇

が行っているのは単に認証と接受であること、

(b)現在では、諸外国においても元首の地位は名
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目化していること、(c)天皇は、実質上の元首と

みなされていることから、あえて「元首」と明

記する必要はない。むしろ、そのことにこそ意

味がある。 

・皇室典範については、時代の潮流等に合わせ、

女性による皇位継承を認める方向で議論がなさ

れるべきである。 

松 野 博 一君（自民） 

・天皇は、憲法上、特殊の地位を与えられている。

また、天皇の有する権威には、宗教的要素も否

定できないことにかんがみ、皇室祭祀について

は、政教分離原則にとらわれることなく、広範

囲に認めるべきと考える。 

・女系の皇族による皇位継承については、検討課

題はさまざまあるが、認めていくべきと考える。

ただし、この問題は、男女平等といった議論に

よってなされるべきではない。 

松 宮   勲君（自民） 

・天皇の地位については、現行憲法の規定はよく

まとまっており、このままでよいと考える。象

徴天皇は、元首の形式的な機能を有しており、

それ以上のものでも、また、それ以下のもので

もない。 

・皇位継承については、女系の皇族による継承を

認め、かつ、継承順位も男女の別なく長子優先

としていくべきである。 

保 岡 興 治君（自民） 

・天皇を「元首」と明記する必要性は、対外的な

側面にかんがみてのことである。そうした観点

から、天皇が諸外国を訪問した際に、各国から

「元首」としての接遇を受けているのか検証す

べきである。 

・天皇の行為については、国事行為外の行為につ

いても、憲法に明確に位置付けるべきと考える。 

三 原 朝 彦君（自民） 

・天皇は、現在に至るまで国民から尊敬と信頼を

受ける存在であり続けており、現行の象徴天皇

制の存続は望ましいと考える。 

早 川 忠 孝君（自民） 

・前文で国民主権に触れ、1 条で天皇制及び国民

主権に触れている現在の条文形式は、バランス

がとれたものとして評価できる。 

・女性の皇位継承など、天皇制を維持していくた

めの担保として皇室典範の整備等は必要だが、

現時点の象徴天皇制を評価する世論調査等にか

んがみ、元首として位置付けるべきか否かは、

国民的議論に任せるべきではないか。 

枝 野 幸 男君（民主） 

＜保岡委員の発言に関連して＞ 

・私は、天皇が国際社会において、ある種の元首

的扱いは受けていると思っている。もしそうで

ないならば、それは政府・外務省の責任問題で

ある。 

・天皇は、諸外国の大統領や王としての元首とは

異なる存在であったのに、明治憲法において、

プロイセン憲法に倣い、それらと同様のものと

して規定されたために、60 年前に天皇制は危機

に陥った。現在の象徴天皇制は、むしろ本来の

姿としてふさわしいとも思える。 

中 山 太 郎会長 

＜保岡委員の発言に関連して＞ 

・私は天皇の外国訪問の際に、首席随員を務めた

経験があるが、我々の期待するとおりの非常に

丁寧な対応を受けていたことを申し上げておき

たい。 

山 口 富 男君（共産） 

・天皇は国政に関する権能を有しないのであり、

元首と位置付けるべきではない。また、1 条に

規定される天皇の象徴性を明治憲法との連続性

の観点で述べる意見があるが、象徴天皇制は、

主権在民の理論に基づいて新たに創設されたも

のであり、権力や権威とは関係ない。 

大 出   彰君（民主） 

・明治憲法が天皇を元首と規定したのは、憲法に

より天皇の権限を制御しようとの意図があった

が、象徴天皇制の下において天皇を元首と明記

することは、それと逆の方向に働いてしまう可

能性がある。また、天皇を権威と位置付けるべ

きとの主張があるが、前文に「その権威は国民

に由来し」とあることを思い起こすべきである。 

 

◎午後  
 「安全保障・国際協力・非常事態」をテーマに

自由討議を行いました。 

 

◎自由討議における各委員からの発言の概要（発

言順） 

●各会派一巡目の発言の概要 

近 藤 基 彦君（自民） 

・他国の侵略から武力により国と国民の安全を守

るための体制整備が必要である。また、国際貢

献の理念として、正当性がある場合に軍事力の

提供をも含む支援を行う「人道上の人間の安全

保障」を提示すべきである。 

・9 条 1 項は堅持し、2 項を削除あるいは改正する

ことにより集団的自衛権も含む自衛権の行使が

認められることを明確にすべきである。ただし、

自衛権の行使は抑制的であるべきであり、特に、

集団的自衛権の発動は、我が国の死活的な利益

に重大な影響がある場合などに限定し、国会の

関与などを憲法に規定すべきである。 

・多国籍軍をはじめとする国際的な合意に基づく

国際的共同活動への積極的参加を憲法に規定す

べきである。その場合、武力行使が必要な場合

も想定し、「人間の安全保障」の考え方について

も規定すべきである。 

・自衛隊を国の防衛及び国際貢献を担う主体とし

て憲法に位置付けるとともに、シビリアン・コ

ントロールの原則を規定すべきである。 

・非常事態に対処し、超法規的な運用を招かない

ようにするために、一時的な権限の集中や人権

制約などに関する規定を憲法に明記すべきであ

る。 

・最終報告書は、国民の信託に応えるためにも、

明確な形でまとめられることが望ましい。また、

最終報告書の提出後には、議案提出権を有する

機関において、憲法改正の発議と国民投票法の
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整備がなされるべきである。 

中 川 正 春君（民主） 

・国際貢献については、今までの解釈による対応

が、限界に来ている。我が国は、PKO や国連憲

章の定める強制的措置に、武力の行使を含めて

柔軟に参加していくべきである。ただし、武力

の行使については抑制的なものとし、治安維持

や平和維持のための最小限の装備で参加すべき

である。 

・専守防衛は、堅持していくべきである。その際、

個別的自衛権は当然認められるが、集団的自衛

権については、日米同盟関係の再検討を同時に

行う必要がある。我が国として核武装はせず、

イコールパートナーとはならないことを示すべ

きである。 

・イラクへの自衛隊の派遣は、日米同盟を根拠と

すべきではなく、国際貢献として何をなすべき

かによって判断していくべき問題である。 

・地域安全保障の枠組の構築に当たって、米国を

含めた「北東アジア安全保障機構」構想の中で、

朝鮮半島の扱いを考えることが重要である。地

域安全保障や国連の集団安全保障については、

軍事的参加が前提となることから、その枠組に

参加できる国内体制を整備すべきである。 

太 田 昭 宏君（公明） 

・現行憲法は優れており、大きな役割を果たして

きた。公明党は、憲法の三原則及び 9 条を堅持

した上で、環境権、プライバシー権等を加憲す

る立場である。 

・9 条は侵略戦争及び海外での武力行使を禁止し

ており、平和の理念をアジアに発信し、我が国

の経済発展の根源となった。9 条 1 項及び 2 項

を堅持すべきである。 

・自衛隊は合憲であり、9 条は必要最小限の自衛

権の行使を否定していない。専守防衛の下で、

攻撃的な兵器の保有は認められない。党内には、

9 条 3 項に自衛隊を加憲するとの意見や、合憲

である以上その必要はないとの意見があり、今

後も加憲論議の対象としたい。 

・我が国は、国際貢献として、テロ対策や災害対策

を国連と連携して行うべきである。その根拠を憲

法に規定することの是非については、党内に賛否

両論があり、今後も加憲論議の対象としたい。 

・集団的自衛権の行使についての政府解釈は、政

治的に賢明であり支持できるが、その行使によ

るリスクを含めて議論すべきである。 

山 口 富 男君（共産） 

・9 条は、日本が戦争を放棄するという国際的な

公約であり、戦争のない社会の先駆けになる決

意が込められている。 

・9 条は国連憲章の理念を受け継ぎ、戦力不保持

と交戦権の否認により、それを一歩進めたもの

であり、日本のみならずアジア共有の財産であ

る。 

・9 条は海外における武力行使に対する明確な歯

止めとなっているが、日本は現在、9 条を守り

生かしていくか、日米軍事同盟中心でいくかと

いうせめぎ合いの中にある。 

・世界の現実としては、イラク戦争が国連憲章に

も安保理決議にも反する無法な戦争であること

が明らかになっている。国際社会は、改めて 9

条に注目しており、国連 NGO 会議においても取

り上げられている。 

・9 条を改正して集団的自衛権に基づく海外での

武力行使を容認することは、国際政治に逆行し

た動きである。米国の先制攻撃主義、単独行動

主義を許さないことこそ、憲法に基づく国際的

平和実現という意義を持つ。 

土 井 たか子君（社民） 

・9 条は変える必要がなく、活かしていくべきで

あり、政治にはその責任がある。戦争放棄と紛

争の平和的解決を原則とする点で、国連憲章と

憲法は同一線上にあり、9 条を一国平和主義と

する批判は当たらない。 

・国際的諸課題の中でも最も重要なのは、戦争を

起こさないことである。我が国だけではなく、

アジアの全ての国々がそれを目的とした枠組を

つくることが 9 条を活かしていくことになる。 

・自衛隊の海外出動や米国の単独主義的行動への

追随をもって国際協調と考える風潮の中で、9

条を改正し、自衛隊や集団的自衛権を認めるこ

とには反対である。 

・国民に国防の義務を課すことは、人権制限の問

題を生じ、憲法の根本理念や存在意義を失わせ

る。 

・9 条の原則を活かして、アジアや世界における

平和と共生を実現することが 21 世紀の課題で

ある。 

 

●各会派一巡後の発言の概要 

早 川 忠 孝君（自民） 

・自衛隊違憲論もあることから、その憲法上の位

置付けを明確にすべきである。 

・個別的であると、集団的であるとを問わず、自

衛権は一体のものである。行使に当たっての制

約を憲法に規定することについて議論すべきで

ある。 

・国連が戦勝国連合により創設されたことや、国連

憲章に敵国条項が残っていること、その平和維持

機能が十分果たされていないことを踏まえると、

我が国は、国連に過度に依存すべきでない。 

・非常事態において、国会の立法活動が行えない

場合の対処を憲法に規定すべきである。 

・国際的テロなど、新たな事態に対応する国際的

平和協力の根拠規定を憲法に設け、自衛隊の国

際平和協力活動をさらに発展させるべきである。 

大 村 秀 章君（自民） 

・冷戦崩壊後の国際情勢の変化を受けて、人的な

国際貢献が求められていることから、憲法に、

我が国が積極的に国際貢献活動を行うことを規

定すべきである。 

・多くの国民が自衛隊の存在を認め、評価してい

ることから、自衛隊が国の防衛と国際平和協力

を担うことを憲法に規定すべきであり、また、

そのことが近隣諸国の信頼にもつながる。 

・自衛権は、国家が本来有しているものであり、

国連憲章上も、これを保持することが明らかで

あることから、安全保障に関する基本法の制定



 

衆議院憲法調査会ニュース H17（2005）.2.4 Vol.88 

 

ホームページ http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm 6

により、自衛権の保持を明らかにすることが可

能である。 

高 木 陽 介君（公明） 

・9 条が我が国の平和と発展に寄与し、軍事大国

になることへの歯止めとなってきたこと、また、

アジア諸国に安心感を与えてきたことを評価す

る。同時に、日米安保条約や自衛隊が我が国を

守ってきたことも否定できない。 

・自衛隊は合憲であり、国民の大半がこれを認め

ているが、憲法に明文規定がないためその存在

を否定する者もあることから、自衛隊を憲法に

明記すべきである。 

・集団的自衛権は国家が有する自然権であり、こ

れを行使するかどうかは政治が判断する問題で

ある。9.11 テロや周辺事態などを考慮すると、

集団的自衛権の行使及びその限度について、安

全保障に関する基本法の制定などにより、明確

にすべきである。 

 田   元君（自民） 

・9 条 1 項は、我が国の国是、シンボルとして維

持すべきである。また、現在の 2 項を削除した

上で、新たに自衛軍の保持を明記すべきである。

3 項において、武力の行使を含む国際協力を規

定することにより、集団安全保障への関与を認

めるべきである。 

・集団的自衛権の行使については、憲法上には明

記せず、安全保障に関する基本法に規定するこ

とで十分である。集団的自衛権が無限定に行使

されるおそれは、同法に限界等を設けることで

解決可能である。 

・非常事態規定は憲法上明記すべきである。非常

事態における国民の権利等への不当な制限に対

する歯止めとなる規定や、非常事態から平時へ

の原状復帰が速やかに行われるための規定を明

記すべきである。 

枝 野 幸 男君（民主） 

・9 条の理念の堅持が我が国の成功の一要素である

ことは疑わないが、現在の我が国の状況を考える

と、9 条の現状維持が妥当かどうか疑問である。 

・自衛権の行使のルールが規定されていないこと

は問題である。解釈によってそれらを認めてい

くことは危険であり、9 条の理念を守るために

も憲法上に明記することが重要である。 

・個別的、集団的を問わず、自衛権の存在とその発

動要件、自衛隊の存在、シビリアン・コントロー

ル等の基本原則を憲法に規定し、詳細は安全保障

に関する基本法において規定すべきである。 

・非常事態における立法手続の簡素化や国会の事

後的関与等のルールを定めておくことが重要で

ある。 

 梨 康 弘君（自民） 

・9 条は、立法者の意思が不明確であり、制定経

緯や文言が曖昧であるため、自在に解釈される

おそれがある。自衛のための戦力は、必要最小

限に限定されることを明記すべきである。 

・集団的自衛権は、憲法上明記しなくても首相の

判断により行使が可能であると考えるが、無制

限に米国と共同で行動することとならないよう

に、「自国の死活的利益に関わる場合」との限定

を付すべきである。 

・国際貢献は「国権の発動」には当たらないと解

釈されることにより、軍事的な参加を含む国際

貢献が認められてしまう可能性がある。軍事的

な参加を含む国際貢献は、究極的かつ最終的な

手段としてのみ憲法上に規定すべきである。 

古 屋 圭 司君（自民） 

・9 条 1 項は堅持し、国民の生命及び財産を守る

ために 2 項を削除すべきである。そして、個別

的、集団的を区別することなく、一つの自衛権

としてその保持と行使が可能であることを明記

すべきである。 

・国際貢献を行う主体としての自衛隊の位置付け

と、その行動原則を憲法上明確にすべきである。 

・非常事態における内閣総理大臣への権限集中、

人権の保護と制限等の非常措置権や、それに対

する国会のコントロール機能を憲法上明記すべ

きである。 

・9 条の改正との整合性を考え、前文に国際貢献

への積極的な取組について明記すべきである。 

福 島   豊君（公明） 

・9 条の堅持が理想であるが、国際社会において

その理想を追求するためには、自衛権の明記な

ど現実との融合が必要である。 

・9 条 2 項は 1 項からの論理的な帰結ではなく、

現に自衛隊が存在している。我が国が自衛権や

自衛のための組織を持つことは当然であり、現

実と 9 条の理想を両立させる規定を考えるべき

である。 

・集団的自衛権の行使は、9 条 1 項からは無限定

ではなく、個別的自衛権の延長として考えるべ

きである。 

・国際貢献について、9 条及び前文の理想と現実

を踏まえ、新たな規定を設けるべきである。 

山 口 富 男君（共産） 

＜梨委員の発言に関連して＞ 

・憲法の曖昧さは歴代政府の責任であり、本来憲

法は曖昧ではない。現実を 9 条に近付けるため

に努力すべきである。 

・憲法の制定経緯について、立法者意思が明確で

ないとの意見があったが、政府答弁等からも立

法者意思は明確である。また、ハーグ陸戦条約

に違反していないことも、政府の答弁書で明ら

かにされている。 

＜発言＞ 

・自衛隊は違憲状態であり、段階的に解消すべき

である。自衛隊が、海外において武力を行使す

ることは、9 条に反している。 

・憲法調査会は、議論を集約し何らかの結論を出

す場ではなく、あくまでも自由に討議を行う場

である。 

柴 山 昌 彦君（自民） 

＜山口委員の発言に関連して＞ 

・理想を捨てようというのではないが、9 条は解

釈が曖昧なため、現実に対処できていないので

はないか。 

＜発言＞ 

・自衛のための武力組織は、憲法上明確に位置付

けるべきである。 
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・集団的自衛権の行使を認めることにより、伝統

的な自衛権概念を拡大することは、米国とどこ

まで行動を共にするかという問題に関わるため、

明文上規定すべきである。 

・国際協力の範囲については、非軍事的活動に限

定することが、国民的コンセンサスを得るとい

う点でも現実的である。 

・国際協力のための NGO の派遣は、安全面で問題

があり、自衛隊とは別の組織を創設することは、

現実的な経済的合理性から非現実的である。 

・国家緊急権を憲法上明記すべきとの意見があるが、

国民保護法等の下位法規による対応が可能であ

る。 

大 出   彰君（民主） 

・9 条の内容は明確であるが、9 条の規定どおり運

用されてこなかったことに問題がある。 

・9 条 1 項、2 項は共に存置すべきである。1 項だ

けにすると侵略戦争のみ放棄しているとの解釈

も可能となり、自衛戦争は認められることとな

る。自衛戦争は、現在の個別的自衛権の発動の

ための三要件よりも緩やかな要件で認められる

ため、問題である。 

・国際貢献の根拠は、9 条 1 項の中に読み込むこ

とが可能であり、協力は非軍事の分野で行うべ

きである。 

・集団的自衛権の行使はすべきでなく、これを憲

法に規定した場合、歯止めが利かなくなるので

はないか。 

永 岡 洋 治君（自民） 

・自衛隊の憲法上の位置付けに関する不毛な憲法

論議が繰り返されないようにするため、自衛隊

を「国軍」として位置付け、憲法に明記する必

要がある。 

・9 条の制定経緯及び国連憲章から、国家の自己

保存権として、自衛権の保持と行使は、憲法上

当然認められている。 

・集団的自衛権を憲法上明記する必要があるが、

その行使は、日米安保条約の枠組の中での行使

に限定すべきである。 

・自衛隊が、より積極的に国際協調の枠組での活

動に参加できるよう、国際貢献に関する規定を

憲法に置く必要がある。 

・有事や首都における大災害等の非常事態に対処す

るための非常措置権を憲法上明記すべきである。 

園 田 康 博君（民主） 

・現行憲法の解釈論として、個別的・集団的自衛

権を保有していると理解しているが、解釈論よ

りこれから憲法をどうするかに視点を移してい

くべきである。その際、国際社会、アジアにお

ける日本の役割を議論すべきである。 

・自衛権を無制限に認めることは、日本の安全に

重大な影響を及ぼすこととなる。 

・現状では、シビリアン・コントロールが働いて

いるのか疑問を持っており、米国に倣って、「シ

ビル・コントロール」を行うべきである。防衛

庁の「省」への昇格により、国会の直接的なコ

ントロールを及ぼし得るのではないか。 

谷 川 弥 一君（自民） 

・9 条 1 項は維持し、2 項に防衛軍の保持、3 項に

国際的平和維持活動への防衛軍の参加を規定す

ることを提案する。 

・憲法を補完し、国民の生命・財産を守るために

日米安保条約が存在し、機能してきたが、終戦

直後から現在までの状況の変化により、同条約

における我が国の役割が増大した。 

・無責任な考え方により生じた財政破綻、少子高

齢化、環境問題等の問題に対応するためには、

人間の生き方を打ち立てる必要がある。 

赤 松 正 雄君（公明） 

・自衛隊をどう憲法上位置付けるかが常に念頭に

ある。 

・自衛隊の役割が増大しているにもかかわらず、

防衛庁が依然として内閣府の中に位置付けられ

ており、不都合である。 

・9 条 1 項、2 項の堅持が我が党の多数意見であ 

り、また、国民的合意が不十分であることから、

これらの改正の優先順位は低い。ただ、9 条の解

釈の矛盾を整理する必要があり、その改正につ

いて国民的合意を得る努力をする必要がある。 

鹿 野 道 彦君（民主） 

・個別的自衛権及び集団的自衛権については、拡

大解釈に歯止めをかけるために、憲法上明記す

べきである。その際、(a)緊急やむを得ない場合、

(b)国連の対処があるまでの間、(c)自衛権を行

使した場合の国連への報告の三点を規定すべき

である。 

・国連の集団安全保障への参加を憲法に明記すべ

きである。その際の武力行使は抑制的であるべ

きである。 

・現在、予測不能な事態が頻繁に起きていること

を考慮して、非常事態への対処を憲法に規定す

べきである。 

加 藤 勝 信君（自民） 

・憲法と現実の乖離については、憲法を守ることは

当然であるが、憲法に改正規定があることからも、

状況の変化に応じて憲法改正をすべきである。 

・個別的であると、集団的であるとを問わず、自

衛権を憲法上明確に規定すべきである。その際、

必要最小限度といった自衛権行使の限度も規定

し、具体的な内容は安全保障に関する基本法に

おいて規定すべきである。 

・非常事態への対応措置に関する権限及び権限行

使の枠組について、憲法に規定すべきである。 

保 岡 興 治君（自民） 

・制定経緯を理由として憲法の価値を否定はしな

いが、「諸国民の公正と信義」により安全を確保

するという考え方は、実力をもって国を守ると

いう自衛の観点が欠如している。 

・我が国の安全や平和に重大な影響がある場合の

他国との共同行動のあり方について、集団的自

衛権などの観点から議論すべきである。 

・専守防衛は、隙のない最も強い体制であるべき

である。平和と安全を害する行動に対しては、

リスク管理の観点から、実力行使が担保として

必要である。平和を実現するための現実的なプ

ロセスとして、防衛、国際貢献の両面でリスク

管理の考え方を憲法に明記することが民主主義

の趣旨にも適う。 
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土 井 たか子君（社民） 

・国家に自衛権は存在するが、その行使について

は各国の憲法によって規定されており、我が国

は、9 条によって軍事的手段には訴えないこと

となっている。 

・日本への軍事的侵略の可能性が低下している中

での有事法制の整備は、国民の保護よりも米国

との共同行動を目指したものであることは明ら

かである。 

・米軍再編に対応して、海外での軍事行動への参

加を可能とする自衛隊法の改正を行うことは、

すでに政府の統一見解を踏み越えている。憲法

に背反した政策や政府の姿勢は問題である。 

・自衛隊は、非軍事分野での貢献ができるような

組織に転換すべきである。 

早 川 忠 孝君（自民） 

・我が国が今まで平和を維持できたのは、憲法が

あったからではなく、日米安保条約や国際協調

があったからである。 

・国に、その独立と国民の生命、財産を守る責務

があることを新たな価値観として打ち立てるこ

とが、自衛権の存在の根拠となり得る。 

・内閣法制局に事実上憲法解釈を委ねてしまうの

は、望ましくない。国会において憲法適合性を

判断するための恒常的な機関が必要である。 

平 井 卓 也君（自民） 

・国民の生命及び財産を守ることは国の責務であ

ることから、9 条 2 項を削除すべきである。た

だし、武力による対応だけでなく、外交による

紛争の未然防止も必要であり、憲法にその旨を

明記することも考えられる。 

・人類共通の利益のために、テロ防止や飢餓等に

対する国際貢献を積極的に行うべきであり、次

世代のためにも、その旨を憲法上明記する必要

がある。 

保 岡 興 治君（自民） 

・我が国の経済規模や国益を踏まえると、安全保

障の手段としての実力行使を他国任せにするの

ではなく、リスクに対応するための国是を持つ

必要がある。また、「北東アジア安全保障機構」

が実現した際、我が国が実力行使を求められる

ことも想定されることから、そのためのルール

を憲法に設けるべきである。 

 

○委員の異動  
2 月 3 日までに、議長において、以下のとおり

憲法調査会委員の辞任を許可し、その補欠を指名

しました。  
辞  任        補  欠  

長島 昭久君（民主）  
佐藤 茂樹君（公明）  左藤  章君（自民） 

（1 月 11 日、会派別委員割当数変更）  
佐藤 茂樹君（公明）  高木 陽介君（公明） 

（1 月 18 日）  
左藤  章君（自民）  早川 忠孝君（自民） 

（1 月 28 日）  

意 見 窓 口 「憲 法 の ひ ろ ば｣ 

 平成 12 年 2 月より、憲法について広く国民の

声を聴くため、意見窓口｢憲法のひろば｣を設けて

おります。  
 
これまでに寄せられた意見の総数及びその内訳 

・受  付  意  見  総  数：2501 件（2/3 現在） 
・媒  体  別  内  訳  

葉 書  1428 封 書  489 
ＦＡＸ  366 E-mail 218 

・分  野  別  内  訳   
前 文  220 天 皇  100 
戦 争 放 棄  1594 権利・義務  67 
国 会  41 内 閣  39 
司 法  18 財 政  16 
地 方 自 治  14 改 正 規 定  23 
最 高 法 規  12 そ の 他  1332 

※複数の分野にわたる意見もございますので､分野
別内訳の総数は､受付総数とは一致しません。 

 
【意見窓口『憲法のひろば』の宛先】 

FAX 03－3581－5875 
E-mail kenpou@shugiinjk.go.jp 
郵 便 〒100-8960  千代田区永田町 1－7－1 
     衆議院憲法調査会「憲法のひろば」係  
 いずれのご意見も、住所、氏名、年齢、職業、
電話番号を明記して下さい。  
 

今 後 の 開 会 予 定 

 

日付  開会  
時刻  会 議 の 内 容 

午前  
9:00 

憲法調査会 

（国民の権利及び義務） 2.10 
（木） 午後  

2:00 憲法調査会（国会・内閣等） 

午前  
9:00 憲法調査会（財政・地方自治） 2.17 

（木） 午後  
2:00 

憲法調査会 

（司法・改正・最高法規等） 

午前  
9:00 憲法調査会（前文・その他） 2.24 

（木） 午後  
2:00 

憲法調査会 

（全体を通しての締め括り） 

※諸般の事情により変更される可能性があります。 
 
 

このニュースは、衆議院憲法調査会における議論

の概要等を、簡潔かつ迅速にお知らせするために、

憲法調査会事務局の責任において要約・編集し、原

則として、開会の翌日に発行しているものです。 
 正確かつ詳細な議論の内容については、会議録

をご参照ください。  


